
公益財団法人 介護労働安定センター 千葉支部

事業のご案内

当センターが行っている事業の一部をご紹介いたします。

公益財団法人介護労働安定センターは、我が国の高齢社会の進

展に伴い、今後ますます需要増が見込まれる介護労働力を確保す

るため、介護労働に関する総合的支援機関として、平成４年４月

に厚生労働省（当時の労働省）所管の公益法人として設立され、

同７月１日に「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律（介

護労働者法）」の施行に伴い、同法に基づく厚生労働大臣（当時

の労働大臣）の指定法人となりました。

その後、平成２５年４月に公益法人制度改革関連三法により

「公益財団法人」となったことにより「介護労働に関する総合的

支援機関」として、次の事業を行っています。

第1 雇用管理の改善

第2 職業能力の開発

第3 地域における介護関係機関との連携

第4 介護労働実態調査の実施

令和４年には３０周年を迎え、新たな法人理念を掲げ

センター一丸となって「介護のプロ」を応援してまいります。

ウエルカメ

法人理念
介護を未来にわたって支えるため、働きやすい、

働きがいのある職場づくりに貢献します



１ 各種セミナー（研修・講習会等）の開催

「魅力ある職場づくり」のため様々な支援を行っています

２

お役立ちセミナー続々
実施中！

介護分野の喫緊の課題は介護人材不足であり、当センターも「人が集まり、職員が

定着する」ために様々な介護事業所支援を行っています。
雇用管理責任者講習、事業者支援セミナー、特定処遇改善加算セミナーなど雇用管理

に役立つセミナーを企画、事業主の皆様に人材の確保のために魅力ある職場づくりが
できるよう支援しています。

また、マナー研修や介護技向上のための研修、喀痰吸引等研修のような資格取得のた
めの研修など労働者向けのセミナーも開催しています。

セミナー情報・お申込みについてはホームページをご覧ください。
http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/chiba/

事業所の課題やニーズ
に合わせて、当セン
ターの研修チームと専
門家によるオーダーメ
イドで研修を行うこと
ができます。（有料）
研修実施にあたり助成
金を活用する場合の研
修プランにもご相談に

応じています。



介護事業所への支援事業の一環として介護事業者専用のホームページ制作と運営
サービスを行っており、すでに全国で1,000事業所以上の皆様にご利用いだだいて
います。

ここにご紹介した以外にも、業務中の傷害事故や賠償事故に対する補償制度の運営、
介護関係の図書・ＤＶＤや機関誌の発行など介護事業所の皆様に様々な支援を行っ
ています。
介護事業所の皆様、働く皆様には、雇用管理改善に繋げるために、ぜひ当セン

ターをご利用ください。
介護労働安定センター千葉支部のサービス、各種セミナー等の情報はホームペー

ジ（下記ＵＲＬ）をご覧ください。
セミナーの参加申込書もホームページからダウンロードできます。

＊＊＊お問い合わせ、ご相談もお気軽にどうぞ＊＊＊

公益財団法人 介護労働安定センター 千葉支部
〒260-0013 千葉市中央区中央3-3-1 フジモト第一生命ビル 📞043-202-1717

２ ホームページ制作と運営サービスのご案内
介護事業所の情報発信ツールとしてご利用ください

３

忙しい現場でも電話とＦＡＸを
利用して簡単にホームページが
更新できるようになっており、
ご利用者様の確保だけでなく、
求職者に対して事業所の理念や
特徴をアピールすることができ
ます。特定処遇改善加算の要件
にも介護事業所の「見える化」
が含まれていますが、ホーム
ページは情報発信のツールとし
て有効であり、重要視されてい
ます。
なお、公益財団法人介護労働

安定センターの賛助会員には初
期設定料の割引など特典があり
ます。

介護労働安定センター 千葉支部 🔍検索ホームページ検索

http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/chiba/
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